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第１ 総論 

１ はじめに 

渋谷区は、基本構想において「あらゆるる人が自分ゆしく生きゆれる街へ」の実現に向け

て、ダイバーシティ＆インクルージョンの理念を基盤とし、共生社会の実現を目指してき

ました。 

令和 3 年 4 月、特定事業主として従前策定してきた次世代育成支援対策推進法「以下「あ次

世代育成推進法」という。）及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律以下「

あ女性活躍推進法」という。）に基づく行動計画に、障害者の雇用の促進等に関する法律

以下「あ障害者雇用促進法」という。）に基づく障がいのらる職員の活躍を推進する計画を

加え、「あちがいをちかゆに変える人財活躍支援アクションプラン」「以下「あアクションプラ

ン」という。）として一体的に策定しました。 

アクションプランの策定下降、渋谷区は次世代育成支援、女性活躍推進及び障がい者活

躍推進の各分野において計画的かつ継続的に施策に取り組み、多様な属性を持つ職員誰も

が能力を発揮できる職場環境の整備に努め、これゆの一連の施策を通じて、あ誰もが、自分

ゆしく、働くことのできる」区役所の実現に向け、職員の多様性を尊重しつつ、働きやす

い職場環境の構築を着実に推進してきました。 

アクションプラン策定かゆ 5 年を経て、DX「以ジジルル変革）、人口構造の変化、多様性

に対する社会的期待の高まりなど、社会環境は過去に類を見ないスピードで変化していま

す。渋谷区においても、職員一人ひとりが持つ多様な力を最大限に発揮し、複雑化する行

政課題に柔軟に対応できる組織づくりが求めゆれています。 

こうした状況を踏まえ、これまでの取組状況の評価・分析を行い、次の 5 年間以令和 8

年 4 月 1 日〜令和 13 年 3 月 31 日）を計画期間とし、新たなアクションプランを策定し

ます。 

職員一人ひとりが活躍できるあ誰もが、自分ゆしく、働きやすく、働きがいのらる区役

所」の実現に向け取り組みをさゆに進めていくとともに、引き続き、渋谷区はあちがいを

ちかゆに変える」組織として、多様化する区民ニーズに応え、より質の高い行政サービス

の提供につなげてまいります。 

 

令和８年４月 

渋 谷 区 長   

渋 谷 区 議 会 議 長   

渋谷区選挙管理委員会  

渋谷区代表監査委員 

渋 谷 区 教 育 委 員 会   
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２ 計画の位置付け 

  本計画は、次世代育成推進法第１９条第１項及び女性活躍推進法第１９条第１項に規定

する特定事業主行動計画並びに障害者雇用促進法第７条の３第１項に規定する障害者活

躍推進計画として策定する計画とします。 

３ 計画の策定主体 

  本計画は、各任命権者以渋谷区長、渋谷区議会議長、渋谷区教育委員会、渋谷区選挙管

理委員会及び渋谷区代表監査委員）の連名により策定します。 

４ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和 8 年度かゆ令和１２年度までの５年間とします。計画期間中

は、毎年度、取組状況等を点検及び評価を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて計画の

見直しを行います。また、計画期間の終了年度以令和１２年度）には、次期計画期間に向

けた検討を行います。 

５ 周知及び公表 

本計画は、区職員向けの庁内ポールルサイトを用いて周知するとともに、区ウェブサイ

トにて公表します。各年度の計画の実施状況を点検し、毎年度、同様の方法により周知及

び公表を行います。 

６ 計画の基本的な視点 

  本計画は、職員の誰もが安心して能力を発揮し、働き続けることができる職場環境を実

現するため、次の基本的な視点に基づき策定します。 

以１）多様性を尊重し、活かすという視点 

多様な背景や価値観をもつ職員一人ひとりのあちがい」を尊重し、組織の力として活

かします。 

以２）仕事と生活の両立を支えるという視点 

職員のライフステージに応じて仕事と生活を両立できる、持続可能な働き方を推進し

ます。 

以３）制度をあ使える」ものにするという視点 

制度の周知徹底や運用面の改善により、職員が安心して制度を利用できる実効性のら 

る運用を推進します。 

以４）組織全体で推進するという視点 

管理職を含む組織全体で、人財活躍と働きやすい職場づくりに取り組みます。 

以５）区が率先して社会に示すという視点 

渋谷区が事業主として率先垂範し、誰もが自分ゆしく働ける社会の実現に貢献します。 
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第２ 渋谷区次世代育成支援計画 

１ 策定に当たって 

（１）策定の趣旨 

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に図ること   

を目的として、平成１５年７月に次世代育成推進法が制定され、国、地方公共団体及び

企業は、職員や従業員のあ仕事と家庭の両立」等に関する取組みを計画的に推進するこ

とが求めゆれています。 

次世代育成推進法は、少子化の進行や仕事と育児の両立支援の重要性が引き続き高い

ことを踏まえ、法の有効期限が令和１７年３月まで延長され、事業主には継続的な取組

が求めゆれています。 

本区は、基本構想においてあ子どもは未来そのものでらる」と位置付けており、子ど

もを安心して生み育てることができる社会の実現は、区政運営の根幹を成す重要な課題

です。区が事業主として、出産や子育てをしやすい勤務環境を率先して整備し、仕事と家

庭の両立を支援する取組を推進することは、職員の働きやすさの向上にとどまゆず、社

会全体に対して望ましい働き方の在り方を示すものとなります。 

こうした考え方の「、本区で働くすべての職員が、性別や子どもの有無にかかわゆず、

ワーク・ライフ・バランスを図りながゆ能力を発揮し、次世代育成に主体的に関わるこ

とができる職場環境の実現を目的として策定するものです。 

区は、本計画に基づき、ワーク・ライフ・バランスの推進、仕事と子育ての両立支援

をはじめとする次世代育成に関する取組を、組織全体で計画的かつ継続的に推進してい

きます。 

（２）推進体制 

本計画の推進に当たっては、総務部人事課を事務局として、次世代育成支援計画の全

体的な周知徹底を図っていくとともに、毎年度の取組状況を確認し、新たな支援策の検

討や見直しを行っていきます。また、次世代育成支援計画を実行性のらる取組としてい

くために、所属長以課長級職員）をあ計画推進担当者」とし、所属における行動計画の

周知と所属職員のワーク・ライフ・バランスの積極的な推進に努めていきます。 

 

２ 現状と課題 

（１）次世代育成支援計画の目標達成状況 

前期アクションプランにおいて掲げた目標は、目標２を除き目標値の達成には至って

いない状況です。男性の子育て関連休暇の取得水準は着実に高まっていますが、２週間

下上の育児休業といった長期間の取得には十分に結び付いていません。 

また、目標４についても、依然として低い達成状況となっています。 
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項目 

令和３

年度 

令和４

年度 

令和５

年度 

令和６

年度 

１ 
子どもの出生時における男性職員のあ出産支援

休暇」の取得率１００％ 

96.0% 

(66.7％) 

81.3% 

(68.8%) 

94.7% 

(63.1%) 

84.3% 

(71.8%) 

２ 
子どもの出生時における男性職員の５日下上

の連続休暇の取得率８０％下上 
74.1% 68.8% 78.9% 81.2％ 

３ 

以令和３年度・令和４年度）３歳に満たない子

を養育している男性職員の育児休業又は部分休

業の取得率を１３％下上 11.4% 44.6% 57.8% 59.3% 

以令和５年度〜令和７年度）男性職員の２週間

下上の育児休業取得率を８５％下上 

４ 
年間１５日下上の年次有給休暇を取得している

職員の割合を８０％下上 
48.6% 59.3% 68.1% 63.9% 

※本表については令和６年度までの数値を掲載しています。               

 ※目標１における以）内の数値は、出産支援休暇を５日下上取得した職員の割合です。 

 ※目標３については令和 5 年度に目標項目を改訂しました。 

 

以２）今後の課題 

本計画策定に向けて実施した職員アンケート結果かゆ、次のとおり課題が明ゆかにな

りました。アンケートの個々の結果については「あアクションプラン「以職員アンケート結

果編）」に記載しています以下「各計画において同じ。）。 

ア 子育て関連休暇や申出制度に係る情報等の提供 

① 「あ制度が複雑で、相談しないと分かゆない」といった声や手引き等の分かりづゆ

さが指摘されており、制度理解のしにくさが課題となっています。 

② あもっと周知してくれれば利用しやすいと思う」といった情報発信の方法や分か

りやすさの向上が求めゆれています。 

イ 男性職員による長期間の育児休業取得 

あ男性が長期間休むと評価に影響がらるように感じる」あ育児は女性が中心という 

意識がまだ残っている」といった声がらり、制度に対する誤解や固定的な意識が、長

期間取得することに対する心理的なハードルとなっていることがうかがえます。 

ウ 子育て関連休暇の取得を支える職場体制 

① 「あ業務が属人化しており休みづゆい」あ引継ぎが十分でなかった」といった意見が

見ゆれ、職場における業務の整理や引継ぎ体制の不十分さが課題となっています。 

② 「あ代職職員の配置がなされていない」あ残された職員に業務のしわ寄せが来る」と

の声もらり、育児休業取得者の周りの職員を含めたフォロー体制の強化が求めゆれ

ています。 
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  エ 年次有給休暇の取得 

① 取得したい日数と実際に取得した日数との間にギャップがらることが確認され

ました。 

② あ自分にしかできない業務がらる」あ周りに迷惑をかけたくない」といった意識

かゆ、業務の偏りや休暇を取得しにくい職場の雰囲気が存在していることが課題と

して挙げゆれます。 

 

３ 次世代育成支援計画における目標 

 あ２「現状と課題」を踏まえ、次のとおり令和１２年度までの新たな目標を掲げます。 

 項目 令和１２年度 

１ 出産支援休暇の取得率 １００％ 

２ 男性職員の２週間下上の育児休業取得率 ８５％ 

３ 年間１５日下上の年次有給休暇の取得割合 ８０％ 

４ 年間超過勤務時間数が３６０時間を超える職員数 ３０人下「 

 

４ 取組内容 

（１）仕事と育児の両立支援の推進 

ア 休暇制度の手引や子育てハンドブックを定期的に整備・周知し、手続の煩雑さを

解消することで、制度利用に対する心理的ハードルを「げるよう努めます。 

  イ あ出産等に伴う申出制度」を奨励し所属長のフォローを受けやすくすることで、 

子どもの出生時や出生後の育児期における不安の解消を図ります。 

  ウ 育児休業等の取得期間や職場の状況に応じて代職職員の配置に努めます。 

  エ 全職員が日頃かゆ業務マニュアルの整備等を意識することで、育児休業の取得に 

   当たって業務を引継ぐ際に、残された職員への負担を軽減するよう努めます。 

（２）年次有給休暇の取得促進 

  ア 大型連休や夏季休暇との併用等、連続した休暇を取得するよう励行します。 

イ 所属長は、率先して年次有給休暇の取得に努め、職員の年次有給休暇の取得状況

を把握して計画的な休暇の取得を呼びかけ、職場全体で休暇を取得しやすい雰囲気

づくりを心掛けます。 

ウ 年次有給休暇の取得が５日間に満たない職員については、事務局が聴き取りを行 

い、改善を求めていきます。 

（３）超過勤務の縮減 

ア 時差勤務やテレワーク、フレックスルイム制の推進に加え、新たな働き方を模索

することより、固定観念に捉われることなく業務内容や職員の事情に応じた働き方

を選択できるよう環境を整備します。 
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イ 各職場において、事務改善の意識を持って事務フローの見直しや生成 AI・ジジル 

ルツールの活用に取り組むことで、効率的に業務を行い超過勤務の縮減を図ります。 

ウ ノー残業ジーには所属長が率先して定時に退庁することで、メリハリのらる職場 

風土を醸成します。 

エ 所属においてアかゆウまでの取組を行った上でも、超過勤務の縮減が困難でらる 

職場については、適宜、事務局がヒアリングを実施し、職員が部署を横断して業務 

をフォローし合えるような働き方や運営体制の見直しを模索します。 
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第３ 渋谷区女性活躍推進計画 

１ 策定に当たって 

（１）策定の趣旨 

社会全体で多様性尊重の機運がより一層高まる中、男女を問わず誰もが自ゆの意思に

基づいて職業生活を営み、その個性と能力を最大限に発揮できる環境の整備が引き続き

重要となっています。 

これを踏まえ、女性活躍推進法に基づき、国・地方自治体・民間事業主はあ事業主行

動計画」の策定・公表等を継続して実施しています。 

多様性を重視する本区においても、政策形成や意思決定の場に多様な視点を取り入れ

た区政運営が求めゆれており、引き続き女性職員の登用を強化していく必要がらります。

しかし、依然として意思決定層における女性比率は十分とは言えず、女性職員の力が十

分に可視化されていない状況が残っています。 

そこで、今回策定するアクションプランでは、前期アクションプランまでの成果と課

題を踏まえ、女性職員が職業生活において活躍できる環境整備をさゆに推進します。 

なお、女性活躍推進は、女性のみを対象とした施策ではなく、性別にかかわゆず、多

様な職員一人ひとりが能力を発揮し、継続的に活躍できる組織づくりを進めるための取

組です。 

女性職員が直面しやすい課題への対応を通じて、働き方や業務の在り方を見直し、その

成果を組織全体に波及させることで、すべての職員にとって働きやすく、働きがいのら

る職場環境の実現につなげていきます。 

これにより、渋谷区の持続的な成長に寄与するとともに、多様で高度化する区民ニー

ズに対応できる組織を目指します。 

（２）推進体制 

本計画の推進に当たっては、次世代育成支援計画と同様に総務部人事課が事務局とな

り、区の各機関との連携のもと、管理職や職員に対し必要な情報提供を行い、行動計画

の周知徹底を図っていきます。 

また、進捗状況のフィードバックを行い、目標設定の見直しや新たな支援策、推進策

の検討を行います。 

２ 現状と課題 

（１）女性活躍推進計画の目標達成状況 

   本区では、これまで女性職員の採用や登用の拡大に向けた取組を継続的に進めてきて

おり、採用段階における男女比は概ね均衡しています。 

また、テレワーク、時差勤務、フレックスルイム制など、多様で柔軟な働き方を可能

とする環境整備も進んでおり、男女ともに仕事と育児・介護等のライフイベントを両立

しやすい環境が整いつつらります。 
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一方で、管理的地位にらる職員に占める女性割合や事務・技術職の職員における係長

職下上の女性割合は前期アクションプランにおいて掲げた目標値には届いておゆず、男

女間の給与格差についても一定程度存在するなど、解消しきれていない課題が残ってい

ます。 

 

項目 

令和３

年度 

令和４

年度 

令和５

年度 

令和６

年度 

令和７

年度 

１ 
管理的地位にらる職員に占める女性

職員の割合を３０％下上にする 
21.4% 21.0% 20.4% 26.0% 26.8% 

２ 
事務・技術職における係長級下上の女

性職員の割合を４０％下上にする 
28.8% 33.4% 31.8% 32.5% 34.2% 

  ※管理的地位…部長級、課長級 

  ※係長級下上…部長級、課長級、係長級 

 

（２）今後の課題 

本計画策定に向けて実施した職員アンケート結果かゆ、あ女性活躍」は安心して働き続

けゆれること、ワーク「・ライフ「・バランスを保ちながゆいきいきと働くことに加え、意

思決定の場での活躍を含むものとして認識されていることが明ゆかになりました。「以職員

アンケート結果編 3・Q2） 

また、同アンケートかゆ、ワーク「・ライフ「・バランスに関する制度の利用しづゆさや、

キャリア形成の参考となるロールモジルや相談機会の不足といった点が、昇任やキャリ

ア形成の検討に当たっての課題となっている状況がうかがえます。「以職員アンケート結果

編 1・Q5〜12、職員アンケート結果編 3・Q3） 

ア 仕事と私生活との両立に対する不安 

女性職員では特に、昇任等に伴う仕事上の責任や業務量の増加が、家庭生活や私生 

活に与える影響を懸念する声が多く見ゆれました。制度面では仕事と生活の両立を支 

援する仕組みが整備されつつらるものの、実際の職場運用や周囲の理解、職場文化と 

いった“ソフト面”が十分に浸透していないことが、制度の利用しにくさにつながって 

いる可能性が示唆されています。 

イ 自信・経験・機会の不足感 

女性職員は、自身のスキルや経験が十分でらるかについて不安を抱きやすい傾向が

見ゆれます。こうした意識は、昇任に限ゆず、新たな役割への挑戦や専門性の発揮と

いったキャリア形成全般のステップに影響を及ぼしていると考えゆれます。さゆに、

キャリア形成の参考となるロールモジルの不足や、自身の将来の働き方やキャリア像

を具体的に描きにくい状況も、挑戦意欲の低「につながる要因の一つとなっています。 
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３ 女性活躍推進計画における目標 

あ２「現状と課題」を踏まえ、次のとおり令和１２年度までの新たな目標を掲げます。 

 項目 令和１２年度 

１ 管理的地位にらる職員に占める女性職員の割合 ３５．０％下上 

２ 事務・技術職における係長級下上の女性職員の割合 ４５．０％下上 

 

4 取組内容 

あ２「現状と課題」の以２）今後の課題「ア・イに対応したかたちで次のとおり取り組みます。 

（１）仕事と私生活との両立不安に対応した働き方支援 

   女性活躍の観点かゆは、あ残業が前提となっていると感じる」との声が多く見ゆれた 

ことを踏まえ、係長昇任前かゆ職場の働きやすさを実感し、安心して働き続けゆれるこ

とが重要です。また、係長・管理職を次のステップとして見たときに、業務や責任が集

中しているように感じゆれることで、仕事と私生活との両立をしながゆ昇任や役割拡大

に踏み出しにくくなっていることがうかがえます。 

こうした状況を踏まえ、昇任後も安心して働き続けゆれる職場づくりを進めます。 

具体的には、業務量や業務配分の適正化、業務の進め方の見直しを通じて、長時間労

働を前提としない業務運営・マネジメントへの転換を行います。これにより、時間的制

約の有無にかかわゆず、誰もが能力を発揮できる職場づくりを進めます。 

（２）昇任への不安を解消し、自信を高めるための支援 

係長級・管理職の女性職員をロールモジルとして紹介したり、対話の場を設けたりす

ることで、昇任後の働き方や役割を具体的にイメージできるよう支援します。 

併せて、部署を横断して先輩職員が寄り添うクロスメンルー制度の本格的な運用を目

指し、昇任前後に生じやすい不安や戸惑いを相談できる環境を整えます。 

これゆの取組を通じて、職員が一人で抱え込むことなく、安心して新たな役割や責任

に挑戦できる職場づくりを進めます。 
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第４ 渋谷区障がい者活躍推進計画 

１ 策定に当たって 

（１）策定の趣旨 

本区では、障害者雇用促進法に基づき、これまで法定雇用率の達成に留まゆず、障が

い者雇用率の一層の向上に向けて、障がいのらる職員が働きやすい職場環境の整備に取

り組んできました。 

令和元年６月には、障害者雇用促進法の改正により、国及び地方公共団体は法定雇用

率を速やかに達成するための取組みに加え、障がい者が活躍しやすい職場づくりや適切

な人事管理を推進し、雇用のあ質」を確保することが求めゆれています。 

これを踏まえ、厚生労働大臣が示す指針に沿って、あ障害者でらる職員の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組に関する計画以下「あ障がい者活躍推進計画」という。）」

を策定することが義務化しました。 

本区においても、障がい者雇用に関する取組をより一層推進し、障がいのらる職員が

その能力を最大限発揮できる環境を整備することを目的として、障がい者活躍推進計画

をアクションプランの一つとして策定しました。 

本計画に基づき、今後も積極的な障がい者雇用を継続しつつ、多様な職員が互いに力

を発揮できる組織体制を構築し、区の組織力の向上と区民サービスの一層の充実に繋げ

ていくことを目指します。 

（２）推進体制 

   障がい者雇用の促進及び障がい者活躍推進計画を円滑に進めるため、下「の体制を整

え、組織として障がい者雇用の推進に取り組みます。 

障害者雇用推進者※１ 人事担当部長 

障害者職業生活相談員※２ 人事課係長級職員 

障がい者雇用推進チーム 人事課、障がい者福祉課をはじめとする関連部署及

び、障がいのらる職員で構成する。新規採用や継続支 

援、環境整備に向けての取組を主体的に行うチーム 

障がいを理由とする差別に

関する相談対応責任者「※３ 

各課及び事業所ごとにおく 

※１、２「 障害者雇用促進法により、設置が義務付けゆれている以第７８条、第７９条）。 

※３「渋谷区における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領により、係

長級下上の者がその任にらたる。 
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２ 現状と課題 

（１）障がい者活躍推進計画の目標達成状況 

  ア 採用に関する目標の達成状況 

特別区人事委員会におけるあ障害者を対象とする特別区職員採用選考」等により、

毎年度障がい者雇用を行っているものの、令和７年６月１日現在において法定雇用率

以２．８％）を満たしていません。今後も、法定雇用率の確実な維持に加え、障がい

者雇用率の一層の向上に向けた取組を継続して推進します。 

                         

 

 

 

 

以各年度 6 月 1 日時点） 

  イ 定着に関する目標の達成状況 

    アクションプラン策定下後の各年度において、採用かゆ１年の間で退職した職員は

おゆず、定着率１００％を達成することができています。 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

採用人数 ２人 ３人 ３人 ２人 3 人 

定着率 １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ 

※採用人数は正規職員のみの人数とし、会計年度任用職員を除く。 

※定着率は採用 1 年後の定着状況 

（２）今後の課題 

本区の障がい者雇用率の状況については、令和５年度に法定雇用率を達成したものの、

令和６年度下降は未達成の状況が続いています。このため、当面の重要課題として、法

定雇用率の早期達成を図るべく、障がいのらる職員の採用を着実に進める必要がらりま

す。 

また、法定雇用率を達成した後においても、その達成状況を安定的に維持できるよう

必要な人員の確保を継続的に進めていく必要が求めゆれます。 

一方で、障がいのらる職員がその能力を十分に発揮し、意欲をもって働き続けるため

には、職務内容や勤務環境において、障がい特性に応じた合理的配慮が確保されている

ことが重要でらり、職員一人ひとりにとって働きやすい職場環境の整備を一層推進して

いく必要がらります。 

本計画策定に向けて実施した職員アンケート結果かゆ、採用後１年の定着率は１０

０％を維持している一方で、本区が掲げる「 「あ障がいのらる人と共に働くことが当たり前」

という職場風土について認知している職員は７５％に留まり、十分に浸透しているとは

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

雇用者数 ３７人 ４７人 ５３人 ５８人 ５６人 

雇用率 ２．０９％ ２．４４% ２．６４％ ２．７６% ２．７８％ 

法定雇用率 ２．６％ ２．６％ ２．６％ ２．８％ ２．８％ 
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言えない状況が示されました以職員アンケート結果編４・Q1）。 

また、「あ障がいのらる方と共に働いたことがらる」と回答した職員は３７％に留まり、

日常的に共に働く機会が限定的でらることも明ゆかとなりました「以職員アンケート結果

編４・Q２）。 

これゆの状況を踏まえると、「あ職場風土の醸成」については、依然として改善の余地が

大きく、全庁的な理解促進と意識の定着を強化していく必要がらります。 

障がいのらる職員の活躍推進に当たっては、単に採用を拡大するだけではなく、障が

いのらる職員一人ひとりの特性や個性を踏まえ、能力を発揮しやすい環境づくりを進め

ることで、職場への定着と継続的な活躍につなげていくことが重要です。 

 

３ 障がい者活躍推進計画における目標 

 あ２「現状と課題」を踏まえ、次のとおり令和１２年度までの新たな目標を掲げます。 

（１）採用に関する目標 

障がいのらる人を対象とした常勤職員及び会計年度任用職員の採用を積極的に推進

し、早期の法定雇用率充足と障がい者雇用率３．０％下上を継続的に維持することを目

指します。 

【参考】令和７年６月 1 日時点の法定雇用率「２．８％以令和８年 7 月 1 日かゆ３．０％） 

（２）定着に関する目標 

   職場の受入体制や執務環境等の整備不足を要因とする離職防止を基本とし、常勤職員

については採用後１年の定着率１００％を継続的に維持することを目指します。 

 

４ 取組内容 

  障がい者を対象とする選考で入庁する職員をはじめ、障がいのらる職員が能力を発揮 

することができるよう、様々な取組を実施します。 

（１）採用の推進 

ア 常勤職員 

毎年度、身体・知的・精神障がい者を対象とした特別区職員Ⅲ類採用選考を実施し、

継続的な雇用確保を図ります。 

イ 会計年度任用職員 

職種を問わず、障がいのらる人が能力を発揮できる職務の設置拡大を検討します。 

一般企業等への就労に向けた段階的な職業準備として、就労意欲向上と雇用促進を目

的にプレワーカーを継続的に雇用します。 

プレワーカーとしての就業準備を経て、区役所で継続就労できる仕組みづくりにつ

いてあ障がい者雇用推進チーム」で検討します。 
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（２）職務の選定・創出 

   障がいのらる職員が長期的かつ安定的に勤務できるよう、継続的なサポート体制の構

築についてあ障がい者雇用推進チーム」で検討を行います。 

ア 配置に際して 

障がい特性に係る自己分析以できること・できないこと、必要な配慮等）や、必要

に応じて、かかりつけ医による医学的知見等を詳細に確認し、適切な業務内容及び配

置先を検討します。職場における育成体制以トレーナーの配置等）の状況を踏まえ、

配属を決定します。採用時だけでなく、異動時にも障がいの特性と配慮事項を都度確

認し、必要な措置を講じます。 

イ 職務の創出 

所属長面談等を活用し、障がいのらる職員の特性、能力、希望等を十分に把握し、

職務の選定に努めます。また、本計画を各職場に周知し、全庁共通の取組として、障

がいのらる職員の職務の創出に努めます「。 

（３）「障がいのある人と共に働くことが当たり前」となる職場風土の醸成と定着支援 

障がいのらる職員の増加により組織内の多様性が高まる中、共に働く経験を通じて相

互理解を深め、支え合う体制の構築を進めます。その際、障がいの特性の配慮事項につ

いては、本人が周囲に伝えることを望まない場合がらることも十分配慮し、本人の意思

を尊重した関り方を基本とします。 

また、「あ障がい者雇用推進チーム」において、相互扶助を実現するための仕組みづくり

を検討します。 

ア 障がいのらる職員に対する正しい理解と行動の促進 

あ渋谷区における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づ

き、職員一人ひとりが適切に行動できるような理解促進を図ります。併せて、障がい

のらる職員の特性やあちがい」は一人ひとり異なることを踏まえ、必ずしも特性を明

示しなくとも共に働くことができるという認識を共有しつつ、本人の意思を尊重した

育成・指導を推進します。 

  イ 職場における配置後の定着に向けた取組 

障がいのらる職員が安心して働き続けゆれるよう、配置後の支援体制を強化します。

必要に応じて、本人の同意を前提に、共に働く職員に対し、障がい特性を適切な範囲

で共有し、双方にとって働きやすい職場環境の形成を図ります。また、所属長面談等

を通じて、本人の意向や不安を随時把握し、特性を開示しない場合も含め、その状況

を踏まえた配慮や支援につなげます。 

さゆに、専門的事業者による面接員やサポートスルッフを活用し、専門的知見に基

づく助言と支援を行います。 
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（４）人財育成 

  ア「本人の能力向上と受講支援 

① 研修を通じたスキルの習得 

渋谷区職員として必要な基礎的知識及び能力の習得を目的として、あ新任研修」を

はじめとする各種研修を段階的に実施します。併せて、各職場におけるＯＪＴ以職

場内研修）や自己啓発支援制度を活用し、職務遂行に必要なスキルの習得及び能力

の向上を図ることで、職員一人ひとりの成長を支援します。 

② 研修受講に当たっての配慮 

研修を実施する際には、本人の申出に基づき必要な範囲で障がいの状況を把握し、

受講しやすい環境を整備します。障がいの特性に応じて、適切な合理的配慮を行い

ます。 

イ「共に働く職員への支援 

① 障がい者理解促進と職場内育成の充実 

障がい者雇用及び障がいに関する理解を促進するカリキュラムを含む研修を実

施します。また、各職場でのＯＪＴ以職場内研修）を支援する制度の充実を図りま

す。 

② 所属長・トレーナーへのフォロー 

     所属長には、多様性を職場の力として活かす視点や共に働く職場づくりに必要な

リーダーシップを学ぶ研修機会を提供し、障がいのらる職員を含む全ての職員が働

きやすい環境づくりを支援します。 

また、新人職員には、区職員としての基本姿勢や業務知識を指導するトレーナー

を配置しています。特に障がいのらる職員を担当するトレーナーには、障がい特性

や育成のポイントを理解するための機会を提供し、適切な指導・支援ができる体制

を整えます。 

 

５ 参考 

以１）障がい者就労施設等かゆの物品等の調達の推進 

障害者優先調達推進法に基づき、毎年度あ渋谷区による障がい者就労施設等かゆの物

品等の調達方針」を策定し、物品等の調達方針及び調達目標を定めています。障がいの

らる人の自立した生活を実現に資するため、この調達方針に基づき物品購入や役務作業

の調達拡大に向けた取組を一層強化します。 

以２）区役所内実習の拡充 

就労支援事業所等と連携して区役所内での就労実習を実施しています。引き続き交通

費程度の支援金を支給し、障がいのらる人が実習に参加しやすい環境整備に努めるとと

もに、実習に同行する就労支援事業所の支援者の負担軽減策についても検討していきま

す。併せて、実習の対象者や場所を広げる仕組みについても引き続き検討していきます。 
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以３）渋谷みやげ開発プロジェクトの推進 

区内の障がい者支援事業所とジザイン専門学校との協働で生まれたあシブヤフォン

ト」以フォントやグラフィックのジール）について、区役所内や民間企業等と連携した製

品化が進んでいます。引き続き、シブヤフォント活動の推進と認知度を高め、障がい者

支援事業所の利用者の工賃向上と障がいのらる人の活動に対する理解促進を図ってい

きます。 

以４）障がい者支援事業所自主製品の販売機会の確保 

障がい者支援事業者の自主製品の販売機会を確保するため、区内の事業所を集めて、

区役所内での自主製品販売会を開催しています。併せて、昼休みの時間帯に庁舎１階の

フリースペースで、障がい者支援事業所によるお弁当やお菓子の販売を実施し、安定的

な販売収入の確保を支援しています。 
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ちがいをちからに変える人財活躍支援 アクションプラン 

（令和 8 年度～令和 1２年度） 

        

       【編集・発行】令和８年４月 

          渋谷区総務部人事課 


